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Ⅲ．自治体を対象とした調査（平成30年度）
　平成30年度は、生活介護、就労Ｂ型の指定権限がある全国

の都道府県、政令指定都市、中核市121自治体を対象とした

アンケート調査を行い、96自治体（回収率79.3％）から回

答を得ました。自治体が実施した実地指導・監査の結果や地

域から寄せられる生活介護、就労Ｂ型に係る問い合わせ、自

治体の事業所の課題等について把握をしました。

●平成29年度に実地指導・監査を実施した事業所数に対

して文書指摘を行った事業所数の割合では、生活介護が

47.6％、就労Ｂ型が64.3％であり、そのうち、指摘を行っ

た具体的な基準項目では、生活介護、就労Ｂ型いずれも「運

営に関すること」が約７割を占めていました。また、減算

処分の内容ごとの文書指摘を行った事業所数に対する割合

では、生活介護は「医師未配置減算」が3.6％、「生活介護

計画未作成減算」が1.0％、就労Ｂ型は「就労継続支援Ｂ

型計画未作成減算」が1.8％で、利用者の支援において必

須である個別支援計画が未作成の事業所が一定数あること

が示唆されました。

●地域から寄せられている意見等では、生活介護、就労Ｂ型

いずれも「支援に関すること」の回答が最も多く、なかで

も「事業所・職員の対応」に関する回答が全体の約３割を

占めていました。地域から寄せられている意見には、虐待

の疑いのある不適切な行為や、職員の利用者に対する態度

や言動について言及された「利用者の権利擁護」と、障害

特性に合わせた支援や作業環境の改善等の内容が多いこと

がうかがえました。

●自治体の担当者が捉えている管内の事業所の課題では、生

活介護では医療的支援の必要な人や行動障害など重度の障

害のある人の受け入れ先が乏しいこと、就労Ｂ型では「工

賃」（水準の低さ、向上のための手立て）についての回答

が多く寄せられました。

　これらの結果から、生活介護、就労Ｂ型において、個別支

援計画作成等の基準省令の遵守はさることながら、「利用者

の権利擁護」や「利用者個々の特性に合わせた支援」の実施

が現状の課題であると言え、さらに、地域の社会資源の不足

や地域間のサービスの格差が課題であり、地域ごとの障害あ

る人たちのニーズに即した社会資源やサービスの在り方の検

討が重要であると考えられます。

　
Ⅳ．事業所ヒアリング調査（平成29～30年度）
　事業所の実態把握のために、全国33事業所を訪問させてい

ただき、ヒアリング調査を実施しました。事業所の具体的な

実践や地域の状況など直接うかがうことができ、その内容は

研究成果に反映させていただきました。

Ⅴ．まとめ
　これらの研究結果を踏まえ、本研究の成果物として、以下

３点を作成しました。作成にあたっては、研究検討委員会の

委員の方々や協力していただいた障害者団体、厚生労働省等

の皆様のご協力により具体化に至りました。

①「自己点検チェックのためのガイドライン案」の作成
　生活介護、就労Ｂ型の運営や支援について、利用者の主体

的な生活と自己実現、利用者の権利・利益の保障、地域への

社会参加の実現など、障害ある人たちを支援するうえでの基

本的な姿勢や事柄、守るべきもの、役割などを示しました。

②「事業所の取り組みを振り返るための自己点検チェックリスト」の作成
　ガイドラインに対応して、自分たちの支援を振り返り、自

己評価をするためのツールとして作成しました。

③「生活介護・就労継続支援Ｂ型実践事例集」の作成
　利用者を主体とした細やかな支援や、社会参加の機会や地

域とのつながりを保障した取り組みなどを

実践している事業所を取り上げて実践事例

集としてまとめました。

（これらは、国立のぞみの園のホームペー

ジにて令和元年７月より掲載を予定してお

ります）

　
Ⅵ．おわりに
　本研究の実施にあたり、全国の生活介

護、就労Ｂ型の方々に多大なご協力をいた

だきました。特に、アンケート調査やヒア

リング調査等でご協力をいただいた事業所

の皆様には心より感謝申し上げます。本研

究の成果が、全国の障害のある方々や支援

者の方々に少しでも役立つことを願ってお

ります。図２　本研究の全体図
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令和元年度　調査・研究のテーマについて
研究部研究課長　関口　清美

令和元年度の主なテーマ

Ⅰ．国立のぞみの園における実践的な研究

　総合施設の実践（重度知的障害者・高齢知的障害者に対す

る支援、著しい行動障害等を有する者への支援、福祉の支援

を必要とする矯正施設を退所した知的障害者への支援）の中

から生まれてきた研究課題を、時間をかけて議論しながらま

とめていく実践的な研究は、当法人における特徴的な研究で

あります。今年度は、11テーマについて現場の支援員や専門

職が中心となって取り組んでいく予定です。

〈研究テーマ〉

①認知症に罹患した知的障害者の実態と支援の在り方に関す

る研究

②重度知的障害者の健康増進プログラムの導入とその効果に

関する研究

③のぞみの園におけるミールサポート実施に伴う生活支援員

への意識調査

④医療と福祉の連携に関する研究

⑤矯正施設を退所した知的障害者等の支援に関する研究

⑥児童福祉サービスにおけるVineland–Ⅱの導入効果について

　国立のぞみの園（以下、当法人）では、知的障害に関する国の政策課題等について、障害福祉政策推進のための基礎的なデー

タの収集・分析の他、当法人のフィールドを活用したモデル的支援の実践成果のとりまとめ及び知的障害者支援施設従事者等

の資質向上のためのガイドラインの作成や効果的な実務研修プログラムの開発等、毎年具体的なテーマを設定して調査・研究

を行っています。

　今年度は、法人内で行う実践研究のほか、厚生労働科学研究費補助金を受けて実施する「総合支援法の見直しに向けたサー

ビスの実態の把握及びその効果の検証のための研究」、社会福祉推進事業補助金を受けて実施する「矯正施設を退所した女性

の知的障害者等の地域生活に関する調査研究」に取り組む予定です。当法人の職員のみならず、多くの有識者・実践者の皆様

のご協力をいただきながら実施していきます。

⑦知的障害者施設における福祉避難所の役割に関する研究

　（平成29年度採用職員チームによる研究）

⑧有効な支援の引継ぎ方法の検証

　（平成29年度採用職員チームによる研究）

⑨テーマ検討中（平成30年度採用職員チームによる研究）

⑩強度行動障害支援者養成研修指導者研修のモニタリング

⑪障害者の地域生活における潜在的な要支援状況に対する現

状把握に関する研究

Ⅱ．総合支援法の見直しに向けたサービスの
実態の把握及びその効果の検証のための研究
（２年計画２年目）

　平成30年度から障害者総合支援法において、障害者の重度

化・高齢化への対応、医療的ケア児や就労支援サービスの質

の向上になどの課題に対応した改定がなされました。これに

より、「自立生活援助」「就労定着支援」という新たなサービ

スが創設され、「重度訪問介護」は対象が拡充されました。

　これらの新たなサービスや対象拡大のあったサービスの支

利用状況等について実態を調査し、サービスの効果や課題点

を把握するため、次の５つの調査を行う予定です。

①日中サービス支援型共同生活援助事業所の運営状況および

利用実態に関する調査
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②自立生活援助に関する事業所の指定状況及び指定事業所の

状況等についての実態調査

③重度訪問介護の訪問先拡大に関する実態調査

④就労移行支援に関する事業所の指定状況及び支援状況につ

いての実態調査

⑤重度障害者等包括支援事業の実施方法及び運営方法に関す

る研究

　以上の調査結果を踏まえ、次期報酬改定に向けて対象範囲

やサービス内容について検討する際の基礎的なデータをまと

めたいと考えています。

Ⅲ．矯正施設を退所した女性の知的障害者等
の地域生活に関する調査研究（単年度）

　当法人では知的障害等のある矯正施設退所者の支援を行う

と共に社会福祉推進事業の補助金を受け、福祉の支援を必要

とする矯正施設を退所した知的障害者等の地域生活支援に向

けての研究を継続的に行っています。平成28年度に、矯正施

設を退所した知的障害者等の住まいの変遷に関する調査研究

を行い、全国の地域生活定着支援センター（以下、定着支援

センター）を対象としたアンケートによる悉皆調査では、特

別調整（※）の対象として矯正施設を退所した女性は１割強

であり、そのうち約２割の帰住先が精神科病院でした。

　地域生活定着促進事業が開始されてから10年が経過しま

したが、知的障害のある女性退所者の支援に係る調査研究は

行われていない現状にあります。

　本研究では、全国の定着支援センターへのアンケート調査

を行い、その結果をもとに数か所の定着支援センターや関係

機関にヒアリング調査を行い、特別調整の対象となった知的

障害等のある女性退所者の状態像の実態を把握するととも

に、矯正施設入所中・退所直後・支援開始後・現在と、支援

期ごとに女性退所者支援の実態を把握し、その課題を抽出し

たいと考えています。

※特別調整…罪を犯した、または罪に問われた高齢者または

知的障害者のうち、釈放後の住居が無く、地域生活を営む

上で福祉サービス等が必要と認められ、福祉サービス等を

受けることを希望する者に対して、釈放後の住居確保など

社会復帰に必要な福祉サービスの調整を行うこと。

Ⅳ．外部研究への協力

　今年度も、外部の機関が主となって取り組む調査・研究（障

害者の地域移行・地域生活支援、発達障害者支援、強度行動

障害者支援者養成研修等）に協力いたします。

有償刊行物について

　当法人では、調査研究で得た情報をより分かりやすく、ま

た多くの皆様にご活用いただけるよう、書籍化する取り組み

を行っております。今年度も、研究成果物をまとめて有償刊

行物として発刊する予定です。発刊時期が決まりましたら、

改めてご案内いたします。

研究成果の公表について
　調査研究の成果は、ニュースレターで定期的に報告すると

ともに、毎年６月末に発行している『国立のぞみの園紀要』

にまとめて掲載し、公表しています。紀要は、当法人のホー

ムページ内「調査研究」からダウンロードすることができま

す。その他、補助金研究の報告書、有償刊行物のお知らせ、

ニュースレターのバックナンバー等の情報も掲載されていま

す。

　今年度も、研究の成果を反映した、支援者養成研修を開催

する予定です。ご興味を持たれた方は、国立のぞみの園ホー

ムページ（ http://www.nozomi.go.jp/）にアクセスしてみ

てください。

　また、日本発達障害学会、日本社会福祉学会、日本認知症

ケア学会などの各種学会においても発表していきたいと考え

ております。

調査研究へのご協力について
　いくつかのテーマについては、アンケート調査やヒアリン

グ調査を予定しております。　その際には、是非ともご協力

いただきますようお願い申し上げます。

　ご不明な点やご意見などがありましたら、研究部（027-

329-7700）までご連絡ください。
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Ⅰ．関わり方はどのように決まるか？

　　赤ちゃんが泣いている状況を思い浮かべてください。あ

なたはどうしますか？「おなかがすいているのかな」と考

えミルクをあげたり、「ウンチが出たのかもしれない」と考

えてオムツを交換してあげたりして、そうすることで赤ちゃ

んが泣き止むこともあるでしょう。また、デパートで見知

らぬ小さな女の子が一人で泣いている状況を思い浮かべて

みてください。「迷子かな？」と予想したあなたは、その子

に「どうしたの？」と尋ねてみます。やはり迷子であるこ

とがわかり、その子をなぐさめ元気づけながら迷子センター

に連れていき、めでたく親御さんと再会させてあげること

ができるでしょう。このように、相手への関わりが良い結

果に結びつくのは、知識や経験、情報収集によって、「こう

いう状況ならこんなふうに困ってこんな気持ちになる」と

いう自分のイメージと、相手の体験が一致する場合です。

　しかしこんな場合はどうでしょう？仕事を終え、疲れて

家に帰ったあなたは「ただいま」と家族に声をかけますが、

相手は無言で、しかも明らかに怒った表情で目も合わせな

い。焦ったあなたは、何があったのか事情を聴こうとします

が口をきいてもらえず、思い当たる節もなくお手上げ状態。

そうなると、不安で困り果ててしまったり、相手に対して

イライラしたりするでしょう。相手の状況がわからず、相

手が何をどのように体験しているのかがわからないと、ど

う関わればいいかわからなくなるのです。診療の場に訪れ

る子ども、そして関わる周囲の大人はこのような状態に陥っ

ていることが多いと感じます。

Ⅱ．「追体験」することを目指す

　相手の体験を自分の体験のようにとらえること、つまり

「追体験」こそが、相手と自分のギャップを埋め、相手に対

しての適切な関わりに導いてくれます。しかし「追体験」

がなかなかうまくいかない場合があります。

　一つは、“近視眼的な”見方になってしまっているときで

す。たとえば、かんしゃくや自傷などのエピソードについて、

目先の現象にとらわれすぎて、その近辺の状況だけで原因探

しをしてしまう場合です。たとえば“思い通りにならなかっ

たから”、“苦手な刺激にさらされたから”といったことは、

最終的な混乱の“きっかけ”にすぎない場合も少なくあり

ません。実は過去に経験したネガティブな体験を思い出す

ような環境条件があって緊張状態にあった、成功体験が不

　子どもの精神科診療の場には、様々な理由で子どもたちが訪れます。たとえば「かんしゃくがひどくて、物を壊したり人

を叩いたり自傷したりしてたいへんなんです」「学校に行けないんです」など、いわゆる“主訴”とよばれるものです。とこ

ろでこの“主訴”は多くの場合、相談の主体である大人が困っていることであったりします。一方で、生じている現象の主

体である子ども自身は「かんしゃくをなくしたい」と自ら思っていることはあまりないですし、不登校についても「学校には

行きたくない」と、大人側の期待とは真逆の意思を示していることだって少なくないのです。このギャップをないがしろにし

て、大人の“主訴”の解決手段だけに頭を悩ませていてもなかなか状況が好転しないものです。まずはこのギャップを埋め

ることが先決です。では、どのように埋めていけばよいのでしょうか？
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足し自信が持てず失敗に対する不安が著しく高い状態だっ

た、強い叱責を繰り返し受けてきた経験により他者に対し

て警戒心が強い状態だった、といったようなことが本質的

な背景として大きく関わっていたりします。“思い通りにな

らないからかんしゃくを起こした”という見立てからは“思

い通りになる環境を保障する“という、あまり現実的でな

い支援プランになってしまいます。目先の現象を切り口に

原因を探っていくのではなく、現象以前からの相手の日常

から辿って、その現象を本人がどのように体験したのかを

イメージしていくことが重要です。

　二つ目は、自分の考え方・感じ方の前提と、相手のそれ

とがずれてしまっているときです。たとえば大人が大人目

線のままで子どものことを考えてしまうとか、発達障害で

はない考え方・感じ方の基準で発達障害のある子どものこ

とを考えてしまう場合などです。たとえば子どもは大人と

比べて、語彙の数や表現のバリエーション、思考パターン

や柔軟性、時間感覚や見通せる範囲など、どうしても少な

かったり狭かったりします。そのことを考慮せず、たとえ

ば不登校状態にある子どもに対して大人目線で解釈してし

まうと「そんなに心配したり恐れたりすることはない」「行

かないとあとで後悔する」などの言葉かけになってしまい、

追体験することが難しくなります。子ども本人は、学校で

感じた不安、失敗体験により現状を打開する自信も術もな

い、先のことなど考えられないと思っているかもしれませ

ん。一昔前のとある映画で「事件は会議室で起きてるんじゃ

ない！現場で起きてるんだ！」というセリフがありました

が、“現場”にいる子どもを孤立させないように注意したい

ものです。また、発達障害のある子どもが授業中に離席・

立ち歩きするために授業が進まないといった状況について、

発達障害の脳のタイプを考慮せず「落ち着きがない」「やる

気がない」「自分勝手」「反抗的」などと決めつけてしまう

と、やはり追体験することが難しくなります。実際には子

ども側からすると、一度に長い指示を理解することが難し

く、先生の話がわからない状況で不安が強まり集中できず

不安が強くなっているのかもしれません。子どもならでは

の限られた認識の範囲、発達障害ならではの物事の捉え方

や感じ方という視点を持ち、尊重し、本人がどのように体

験しているのかイメージしていくことが重要です。

　また、「知っている」ことと「理解する」こととの違いに

ついて注意する必要があります。たとえば、自閉症のタイ

プの人はこだわりが強いことを「知っている」としても、

目の前の自閉症の人の行動にただ“自閉症の人によく見ら

れるこだわり”とラベリングして終わってしまっていては

不適切で、そのこだわり行動はその人にとってどのような

意味があるか、その人がどのような状態の時にこだわり行

動が強くなるのか、こだわり行動を制止されるとどのよう

な心境になるのかなどを“追体験”することで「理解する」

ことを目指すことが大切です。

　子どもが示す心理的反応、行動に対して、大人としてど

のように関わっていけばよいか。それを具体的にするため

に、結果としての心理的反応や行動だけに目を奪われてそ

こから遡って原因探しをするのではなく、まずその子本来

の感じ方・考え方をとらえること、そしてそれに沿って、

その子の日常をイメージの中で辿っていくことで“追体験”

する流れの中で心理的反応や行動の“意味”をあらためて

捉え直すことが大切です。「かんしゃくを起こすのもむりな

いよね」「たしかにそれは学校に行きたくないと感じるよね」

などと共感を伴った認識を持てることで子ども本人と周囲

の大人のギャップが埋まり、子ども本人にとって“理解し

てもらえた”という安心感や信頼感につながっていくので

はないでしょうか。子どもに寄り添う、ということを具現

化するための大切な取り組みの一つが“追体験”しようと

大人側が努めることだと思います。
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共に生きる

Column

事業企画部サービス調整企画課地域移行係主任　毛呂　憲治

　2007年12月の国連総会において、毎年４月２日を「世界

自閉症啓発デー」（World Autism Awareness Day）とす

ることが決議され、以来全世界の人々に自閉症を理解しても

らう取り組みが進められています。わが国でも、世界自閉症

啓発デー・日本実行委員会を組織し、全国各地で活動の輪

が広がっています。具体的には、４月２〜８日を「発達障害

啓発週間」とし、「自閉症をはじめとする発達障害について

正しい知識の浸透を図る」とともに、「社会全体の理解促進」

を目的に啓発活動を行っています。

　その活動の一環として、平成31年４月６日（土）に霞が

関の全社協・灘尾ホールにて『世界自閉症啓発デー 2019・

シンポジウム』が開催されました。

　シンボルカラーである『青色』は、「癒し」「希望」を表す

とされています。実行委員も青色パーカーを着用して、参加

される皆さんをお迎えしました。そして、参加される方々も

事前の呼びかけに賛同する形で青色のものを身につける方

も多く見受けられました。

　また、応募された作品展示の他、著名人からの応援メッ

セージやセサミストリートの大きなパネル展示などもあ

り、『＃自閉症啓発デー』とSNSでの拡散を促す等、全国へ、

そして世界へ発信する形で会場を盛り上げていました。

　今年度のシンポジウムでは「輝く人・照らす人」をテーマ

とし、発表とディスカッションが展開されました。

　「地域を照らす人」では、各都市や企業における取組報告

が行われ、「ＴＶの中で輝く人・照らす人」では、ＮＨＫの

発達障害プロジェクトやセサミストリートなどテレビにお

いて自閉症について情報発信をしている方々を紹介しまし

た。そして「暮らしの中で輝く人・照らす人」では、スタジ

オ乃ままや西陣麦酒の実践報告を交え、ディスカッションが

和やかな雰囲気の中で行われました。

　今年度より、のぞみの園も共催団体となり、「実行委員」

として参加をさせていただきました。

　この参加を通し感じたことは、『近年、様々なところで、

自閉症をはじめとする発達障害がテーマに取り上げられる

ことが多くなり、一定の認知度は得られてきたように感じて

いたが、実際の社会生活を送る上での自閉症理解には引き

続き啓発活動をしていくことが必要である』ということでし

た。今後も、多様性を尊重するやさしい社会になる一助とな

れますよう継続して活動に参加したいと思います。

〜「作品展」への出品作品  〜

世界自閉症啓発デー2019
シンポジウム

「ぼくらの風」のぞみの園れいんぼ〜共同作品

「れいんぼ〜」関根あすか 「夢」関根あすか
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のぞみの園 ふれあいゾーンだより
　植栽から６年目の花の季節を迎えたふれあい香りガーデンは、初夏の日差し

にバラたちが輝いています。そのバラたちの芳しい香りがガーデン全体を包み、

木陰のベンチでは、ゆったりとした時間が過ごせそうです。

６月のふれあい彩り広場の花壇は、夏花に衣替えです。
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I N F O R M A T I O N

Ⅰ 国立のぞみの園福祉セミナー 2019

① コ ー ス／・高齢知的障害者支援コース（本年度の受付は終了しました）

　　　　　　・行動障害者支援コース（本年度の受付は終了しました）

　　　　　　・矯正施設を退所した知的障害者支援コース

　　　　　　・発達障害児支援コース

②期　　日／平成31年４月～令和２年３月（随時受入）

③場　　所／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

④募集案内／現在募集中です。当法人HPをご覧ください。

Ⅲ 国立のぞみの園支援者養成現任研修

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

②期　　日／令和元年７月３日（水）

③場　　所／高崎シティギャラリー（群馬県高崎市）

④定　　員／300名

①主　　催／独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

②期　　日／東京会場：令和元年８月７日（水）～８日（木）

　　　　　　大阪会場：令和元年９月９日（月）～10日（火）

③場　　所／東京会場：大田区産業プラザ（東京都大田区）

　　　　　　大阪会場：大阪府立労働センター（大阪市中央区）

④定　　員／各 70名

⑤募集案内／６月頃を予定しています。

Ⅱ 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ
研修会（基礎研修会）

研修・養成

　のぞみの園では、障害福祉や保健医療に従事する皆さまに対して、全国の障害者支援施設

や関係機関などで課題となっている「高齢の知的障害者等への支援」や「著しく行動障害等

を有する者等への支援」、「矯正施設等を退所した知的障害者への支援」、「発達障害児・者等

への支援」などをテーマに取り上げ、支援の現場で役立たせていただくために、下記の研修

会やセミナーなどを開催します。

　皆さまのご参加をお待ちしております。

【お申し込み・お問い合わせ先】
国立のぞみの園　事業企画部研修・養成課
　　　　　　　　　　　　　　　　研修係
TEL027-320-1357　FAX027-320-1368

　一般の方および学生（個人・団体）のボランティアを募集しています。ご興味、ご関心のある方は、下記までご
連絡ください。できること、得意なこと、してみたいことなど、ご希望のボランティア活動を探すお手伝いをさ
せていただきます。

お問い合わせ先／国立のぞみの園　事業企画部
　　　　　　　　　研修・養成課養成係　TEL 027-320-1322

ボランティア募集
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I N F O R M A T I O N

○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・
短期入所・日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416 【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提
供しています。
TEL.027-320-1388 【診療部発達支援係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けてい
ます。
TEL.027-320-1327 【診療部医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520 【事業企画部相談支援係】

○講師の派遣、知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　研修会などの講師として職員の派遣を行っています。障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働い
ている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催、実習生等の受入について

　研修会やセミナーの開催、大学・専門学校などからの学生等の受入のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357 【事業企画部研修係】
　
○ボランティアの受入、施設見学について

　ボランティアの受入や施設見学等のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1322 【事業企画部養成係】

○刊行物のお支払い方法

　刊行物をご購入いただいた際のお支払いにつきまして、お客様の利便性を図るため、ゆうちょ銀行の取扱いを始め
ます。
　振込口座などの詳細は、同封の用紙をご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613 (総務部) 
FAX.027-327-7628 (直通)

編集事務局からのお願い
　市町村合併や人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりま
した場合には、新しい送付先名等をFAXやE－メールなどで事務局あてにご連絡をい
ただけますと幸いです。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ http://www.nozomi.go.jp
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。
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